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コ ロ ナ 禍 克 服 に 向 け た 「出 口 戦 略」 を 求 め る 要 望   

  

　 現 在、 「緊 急 事 態 宣 言」 が 継 続 さ れ、 不 要 不 急 の 外 出 自 粛、 飲 食 店 等 へ の 休 業 や 酒 類 提 供 な し で の 営 

業 時 間 の 短 縮、 イ ベ ン ト の 無 観 客 開 催、 在 宅 勤 務 （テ レ ワー ク） な ど、 府 か ら の 要 請 に 対 す る 府 民 や 事 

業 者 の 皆 様 の 多 大 な ご 協 力 に よ り、 新 規 陽 性 者 数 や 陽 性 率 が 減 少 し て き て い る も の の、 依 然 と し て、 重 

症 病 床 使 用 率 は ６ ９. ２ ％ （６ 月 １ ０ 日 時 点） と い う 状 態 に あ り、 医 療 体 制 は 予 断 を 許 さ な い 状 況 が 続 い 

て い る。   

　 こ の よ う な 状 況 の 中、 府 民 の 命 や 医 療 現 場 等 を 守 り、 ま た、 一 日 も 早 く 社 会 経 済 を 動 か し、 府 民 の 生 

活 を 安 定 さ せ て い く た め に も、 新 規 陽 性 者 数 を 抑 え 込 み、 重 症 者 数 を 減 ら す 必 要 が あ り、 そ の た め に 

は、 希 望 す る 府 民 へ の ワ ク チ ン 接 種 の 早 期 完 了 を 実 現 す る と と も に、 社 会 経 済 活 動 の 再 開 に 向 け た、 府 

の 「出 口 戦 略」 を 策 定 す る 必 要 が あ る と 考 え る。   

　 以 上 の こ と を 踏 ま え、 下 記 の 項 目 を 要 望 す る。   

  

記   

  

１ ． 長 期 化 す る コ ロ ナ 対 策 に 係 る 要 請 等 に よ り 疲 弊 し て い る 大 阪 経 済 の 回 復 と 正 常 化 に 向 け、 重 症 病 床 

の 使 用 者 数 と ワ ク チ ン 接 種 の 進 捗 等 に 応 じ て、 社 会 経 済 活 動 を 段 階 的 に 緩 和 さ せ て い く と いっ た、 

府 民 や 事 業 者 の 皆 さ ん に 分 か り や す い 「出 口 戦 略」 を 立 て て い た だ き た い。 ま た、 社 会 経 済 活 動 の 

再 開 に あ たっ て は、 必 要 な 予 算 を しっ か り と 確 保 す る た め、 国 へ 積 極 的 に 交 付 金 等 の 増 額 を 求 め て 

い た だ き た い。   

  

  



２ ． 学 生・ 若 者 も 含 め た ６ ４ 歳 以 下 の ワ ク チ ン 接 種 を 希 望 す る 府 民 が、 １ 日 で も 早 く 接 種 で き る よ う、 

市 町 村 と 連 携 し、 職 域 接 種 （職 場 や 大 学 等 で の 接 種） へ の 積 極 的 な 支 援 を 行 う と と も に、 府 と し て 

も 職 員 等 に 対 す る 職 域 接 種 を 行 う な ど、 様々 な ア イ デ ア を 用 い、 臨 機 応 変 に あ ら ゆ る 方 策 や 場 所 で 

ワ ク チ ン 接 種 が 実 施 で き る よ う 取 り 組 ん で い た だ き た い。   

　 　   

３ ． ６ ５ 歳 以 上 の 希 望 す る 高 齢 者 へ の ワ ク チ ン 接 種 が ７ 月 末 ま で に 完 了 で き る よ う、 府 と し て 実 施 で き 

る こ と、 及 び、 市 町 村 へ 支 援 で き る こ と は、 可 能 な 限 り 実 施 で き る 体 制 を 構 築 し て い た だ く と と も 

に、 府 の 大 規 模 接 種 会 場 で は、 利 便 性 と 効 率 性 を 高 め、 最 大 限 の 接 種 が 可 能 と な る よ う、 予 約 に 空 

き が あ る 場 合 に は、 対 象 者 の 枠 を 早 期 に 拡 げ て い た だ き た い。   

  

４ ． 感 染 再 拡 大 （第 ５ 波） を 想 定 し た 病 床 確 保・ 医 療 体 制 の 強 化 に 取 り 組 み、 必 要 で あ れ ば、 国 に 対 し 

て 予 算 や 場 所 の 確 保 を 求 め る な ど、 あ ら ゆ る 手 立 て を 講 じ て い た だ き た い。   

  

５ ． 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の 後 遺 症 に 苦 し む 方々 の 相 談・ 診 療 体 制 を 早 急 に 構 築 す る と と も に、 社 

会 に 対 し 後 遺 症 に 対 す る 理 解 を 深 め る 取 り 組 み を 行っ て い た だ き た い。   


